
	事業 №6

	事業 №5

商工会議所の事業・サービスまるわかり！情報交換会を開催します！

会員ウェルカム会

令和８年度税制改正セミナー

　商工会議所に入会しているが、「もっと有効活用したい」、「情報交換をしたい」、「経営の悩みを共有したい」その
ような会員の皆様の声に対し、商工会議所をもっと知って頂くため、会議所の活用方法の説明会を開催します。また、
会員間の懇親を深める情報交換会や、個別相談会も行います。

　 令和8年度の中小企業者等に関連する税制改正のポイントについて、日本商工会議所の担当者が解説します。事業
承継税制（特例措置）の期限延長や、インボイス制度における負担軽減措置の延長・拡充など、中小企業に特化した内
容となっています。

交流会

税　務

2次元コードでお申込み

2次元コードでお申込み

■参加費　会員無料（1社2人目より2,000円（1名につき、税込）　※消費税10％ 182円）
■問合せ　総務部　℡06-6722-1151　※登録番号：T3122005000118

■参加費　無　料
■問合せ　中小企業相談所　℡06-6722-1151

第1部　商工会議所の活用について
第2部　情報交換会（立食形式）

会員相互の情報交換で懇親を深めて頂きます。名刺等をご持参くだ
さい。

第3部　個別相談会（希望者のみ）

①事業承継税制特例措置における特例承継計画の提出期限の延長
②消費税インボイス制度における負担軽減措置の延長・拡充等
③研究開発税制・中小企業技術基盤強化税制の延長・拡充　
④中小企業向け賃上げ促進税制の維持・継続
⑤少額減価償却資産の損金算入特例の延長・拡充　他

内　容

内　容【令和８年度税制改正の主な改正項目】

■日　時　2026年3月18日㈬　15時30分～17時30分
■会　場　東大阪商工会議所　本所本館　4階大会議室
■定　員　50名（複数での参加も可能です）

■日　時　　2026年3月24日㈫　14時～15時
■会　場　　東大阪商工会議所　本所本館　4階大会議室1
■定　員　　50名（定員になり次第締め切ります）
■講　師　　日本商工会議所　産業政策第一部　担当者

昨年実施風景

昨年実施風景
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